
 

  

2023年度海外技術研修員の募集！！ 
 

神奈川県で 

学びませんか! 
 

 

 

 

 

 

 

研修スケジュール 

日本語研修(約２ヶ月) 

次に該当する機関等からの推薦による申込みを受け付けます。 

（主な推薦機関） 

・本県各部局等から紹介のあった海外の公的な試験研究機関等 

・本県出身等の青年海外協力隊員またはシニア海外協力隊員等と協力関係にある現地団体 

・海外の地方政府等  

募集要項等詳しい案内は、こちら 
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/cnt/f41024/index.html 

2024年 

専門研修(原則 4.5ヶ月) 来日 帰国 

日本語教授法、水質検査・水質管理、看護、看護教育・管理、 

ウイルス検査等※ 

※（感染症情報センターにおける感染症の広報、細菌性下痢症・食中毒起因菌等の細菌検査、呼

吸器系・性感染症等の細菌検査、呼吸器系・腸管系・血液系等のウイルス検査、食品汚染物

(農薬、動物用医薬品)検査、食品添加物検査、医薬品等検査、飲料水(含原水)の水質検査、

放射能検査） 

 
※ 2022年度は上記２分野に限って募集を行います。 

 

【お問合せ】神奈川県国際文化観光局国際課 国際交流・協力グループ 海外技術研修員受入担当 

〒231-8588 横浜市中区日本大通１     e-mail kk-kokusai@pref.kanagawa.lg.jp 
TEL 045-210-3752（直通）       FAX 045-212-2753      

 

３名募集 
 

 

 

2023年 

９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月上旬 

 

研修分野 

申し込み・推薦機関 

４月 28 日(金) 

締め切り 

※事業内容については、変更の可能性があることをご承知おきください。 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●教育機関などで、主に実務研修の形で行います。 

●研修で使用する言語は、原則として日本語とします。 

（通訳はつきません） 

●宿泊施設 : 神奈川県が指定する宿泊施設に滞在します。 

●研修経費 :  県は、研修の実施に必要な次の経費を負担します。 

(1)渡航費 : 研修員が居住する国の最寄りの国際空港から日本まで最短経路のエコノミークラス往復航空券 

(2)滞在費 : 研修員の生活費、宿泊費、研修員が日本で加入する傷害保険等保険料実費他 

(3)国内交通費 : 到着及び帰国時の成田空港等から宿泊施設まで、また宿泊施設から研修機関までの交通費相

当額 

 

専門研修の方法 

申込書の記載内容をもとに選考を行います。 

選考結果は、推薦機関を通じてお知らせします。 

電子メール及び郵送 ※両方必要です。 

電子メール：2023年４月 28 日（金）必着 郵送：2023年５月 15日（月）必着 

2023年 6月中旬頃 

 

申込方法及び締切 

 
研修員の選考・決定・通知 

 

選考 

開発途上国等の国民であって、次の要件を全て備えている方を研修員として募集します。 

(1)開発途上国等の経済・社会及び文化等の発展上必要な職種に従事し、将来その分野において中堅指導者とな

り得る意志と資質を備えている方 

※帰国後、同じ団体等に研修した分野で復職できる人を対象とします。 

(2)2023年１月１日時点で、これから研修を希望する分野で現地所属機関に１年以上勤務しており、研修を受け

るに足る基礎知識を有し、かつ相当な経験を有する方 

(3)原則として、日本語による研修を受けるに足りる理解力及び会話力を有する方 

(4)研修を受けるのに支障がない、心身ともに健全な方で、単身で来日できる方 

(5)2023年８月１日時点での年齢が満18歳以上40歳未満で、日本国以外の国籍を有している方 

(6)過去に法令に違反して、刑事処分や強制退去等の行政処分を受けたことのない方 

 

研修員の資格 

宿泊施設・研修経費 

  

※  新型コロナウイス感染状況の拡大や、政府の水際対策の強化に係る措置状況よっては、

中止や内容変更の可能性が有ります。中止により入国できなかった場合には、その準備に

係る費用を県は負担しません。 

 

※  日本への入国には、有効なワクチン接種証明書（指定ワクチンによる３回接種が完了しているこ

と等が条件）又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書が必要です。ただし、入国に必要な

条件は今後変更となる場合があります。日本政府が定める最新の水際対策に従ってください。 
 

留意点 


